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第４４号議案  

   桶川市地域福祉活動センター設置及び管理条例  

 （設置）  

第１条  住み良い地域社会の形成と地域福祉の推進を図るとともに、地域

福祉活動の拠点となる場を提供するため、桶川市地域福祉活動センター

（以下「センター」という。）を桶川市末広二丁目８番８号に設置する。  

（業務）  

第２条  センターは、次に掲げる業務を行う。  

(1) 地域福祉等に係る活動の場の提供に関すること。  

(2) 福祉等に係る各種相談に関すること。  

(3) 地域福祉等に係る情報の収集及び提供に関すること。  

(4) 地域福祉等に係る学習の機会の提供に関すること。  

(5) 別表に掲げる各室等（以下「施設等」という。）の利用に関するこ

と。  

(6) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関する

こと。  

 （指定管理者による管理）  

第３条  センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定する

もの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせる。  

 （指定管理者が行う業務）  

第４条  指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。  

(1) 第２条（第２号を除く。）に規定する業務  

(2) センターの利用の許可、変更及び許可の取消しに関する業務  

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務  

(4) センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の納入、  

減免及び還付に関する業務  

(5) その他センターの運営に関して市長が必要と認める業務  
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 （指定管理者の指定の申請）  

第５条  第３条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める

申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなけ

ればならない。  

(1) センターの事業計画書  

(2) その他市長が必要なものとして規則で定める書類  

 （指定管理者の指定）  

第６条  市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいず

れにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議

決を経て指定管理者を指定しなければならない。  

(1) 事業計画によるセンターの運営が市民の平等利用を確保することが

できるものであること。  

(2) 事業計画書の内容がセンターの効用を最大限に発揮させるとともに、

その管理に係る経費の節減が図られるものであること。  

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有

するものであること。  

 （指定管理者の公表等）  

第７条  市長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者の名称及

び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。  

２  指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとす

るときは、変更しようとする日の２週間前までに、その旨を市長に届け

出なければならない。  

３  市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなけ

ればならない。  

 （事業報告書の作成及び提出）  

第８条  指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に次の事項を記載した事

業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途
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中において第１０条第１項の規定により指定が取り消されたときは、そ

の取り消された日から起算して３０日以内に当該年度の当該月までの間

の事業報告書を提出しなければならない。  

(1) センターの管理業務の実施及び利用状況   

(2) 利用料金の収入の実績  

(3) センターの管理に係る経費の収支状況  

(4) その他市長がセンターの管理の実態を把握するために必要なものと

して規則で定める事項  

 （業務報告の聴取等）  

第９条  市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、

その管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、

実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。  

 （指定の取消し等）  

第１０条  市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定

管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続す

ることができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定

めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  

２  前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全

部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損失が生じて

も、市長はその補償の責めを負わない。  

 （休業日）  

第１１条  センターの休業日は、１２月２９日から翌年の１月３日までと

する。  

２  指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、市長の

承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。  

 （利用時間）  

第１２条  センターの施設等を利用することができる時間は、午前９時か
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ら午後９時までとし、第２条第２号の業務に係る利用時間は別に市長が

定めるものとする。ただし、指定管理者は、センターの管理上特に必要

があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することがで

きる。  

 （優先利用）  

第１３条  センターの施設等を優先して利用することができる者は、次に

掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。  

(1) 原則として５人以上の者によって組織されていること。  

(2) 主に市内で活動していること。  

(3) 団体の規約等を定めていること。  

(4) 団体の運営が当該団体を組織する者によって自主的かつ非営利的に

行われていること。  

 （利用の許可）  

第１４条  センターの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可

を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、

同様とする。  

２  指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、

当該許可に係る利用について条件を付すことができる。  

 （利用の制限）  

第１５条  指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

センターの施設等の利用を許可しない。  

 (1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。  

 (2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。  

(3) 前２号に定めるもののほか、センターの設置の目的に反するとき又

は管理上支障があるとき。  

 （利用権の譲渡等の禁止）  

第１６条  第１４条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）
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は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。  

 （利用の許可の取消し等）  

第１７条  指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認め

るとき、又はセンターの管理上特に支障があると認めるときは、センタ

ーの利用を停止し、又は当該許可を変更若しくは取り消すことができる。  

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

 (2) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。   

２  指定管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当することにより、

同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補

償の責めを負わない。  

 （利用料金の納入）  

第１８条  利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。  

２  利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定めるものとする。  

３  利用者が入場料（入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問

わず入場の対価として徴収するものをいい、その金額が２以上である場

合は、その最高額をいう。以下同じ。）を徴収する場合の利用料金の額

は、前項の利用料金の額に次に掲げる率を乗じて得た額とする。この場

合において、１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものと

する。  

(1) 入場料の額が１円以上５００円未満の場合  １００分の１３０  

(2) 入場料の額が５００円以上１ ,０００円未満の場合  １００分の１ 

５０  

(3) 入場料の額が１ ,０００円以上の場合  １００分の２００  

 （利用料金の収入）  

第１９条  市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として

収受させる。  
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 （利用料金の減免）  

第２０条  指定管理者は、市長の承認を得たときは、規則で定めるところに

より、利用料金を減額し、又は免除することができる。  

 （利用料金の不還付）  

第２１条  既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、

その全部又は一部を還付することができる。  

（原状回復）  

第２２条  利用者は、センターの施設等の利用が終わったときは、速やか

に当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならな

い。第１７条第１項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分

を受けたときも同様とする。  

２  指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第１０条第１項

の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全

部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設

又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承

認を得た場合は、この限りでない。  

 （損害賠償等）  

第２３条  利用者又は指定管理者は、自己の責めに帰すべき理由により、

センターの施設若しくは設備を損傷し、又はセンターの物品を紛失し、

若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなけれ

ばならない。  

 （遵守事項）  

第２４条  指定管理者は、利用者の遵守事項を定め、センターの管理上必

要があると認めるときは、その利用者に対しその都度適切な指示をする

ものとする。  

（入館の禁止等）  

第２５条  指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者については、

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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センターへの入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。  

 (1) センター内の秩序を乱し、又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすお

それのある者  

 (2) 火薬類その他危険物を所持する者  

 (3) センターの係員の指示に従わない者  

 (4) その他センターの管理上支障があると認められる者  

 （秘密保持）  

第２６条  指定管理者又はセンターの業務に従事している者（以下この条

において「従事者」という。）は、桶川市個人情報保護条例（平成１３

年桶川市条例第１４号）第３４条の２の規定により個人情報が適切に保

護されるよう配慮するとともに、センターの管理に関し知り得た秘密を

他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者

の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務

を退いた後においても、同様とする。  

 （委任）  

第２７条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

   附  則   

１  この条例は、公布の日から起算して１５月を超えない範囲内において

規則で定める日から施行する。  

２  第５条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募そ

の他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第５

条から第７条の規定の例により行うことができる。  

別表（第２条、第１８条関係）  

NO 区分  利用単位  利用料金  

１  会議室（災害ボランティアセンター）  １時間  

 

１５０円  

２  録音室・操作室  １００円  
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３  点訳室   １００円  

４  集会室  ２５０円  

５  ボランティア活動室  ２００円  

６  講習室兼会議室  ２００円  

７  多目的室  ２００円  

８  会議室  １５０円  

９  小会議室  １００円  

１０  団体ロッカー（大）  １月（１区画）  ３００円  

１１  団体ロッカー（小）  １月（１区画）  ２００円  

備考  

１  １の項から９の項までの利用時間は、午前９時から始まる１時間ごと

の区分とする。  

２  １月とは、月の初日からその月の末日までの期間をいう。  

３  １０の項及び１１の項については、第１３条に規定する団体に限り利

用できるものとする。  

４  市内に住所、事務所、事業所等を有しない者が利用する場合又はこれ

らの者を主たる構成員として利用する場合における利用料金は、この表

に定める利用料金の倍額とする。  

令和３年８月２７日提出  

桶川市長  小  野  克  典    

提  案  理  由  

住み良い地域社会の形成と地域福祉の推進を図るとともに、地域福祉活

動の拠点となる場を提供するため、桶川市地域福祉活動センターを設置し

たいので、この案を提出するものである。  


